
 

随 意 契 約 調 書 

工 事 (業 務 委 託 )名 石鏡第一加圧室外２施設流量積算計修繕工事 

工 事 (業 務 委 託 )場 所 鳥羽市 浦村町外１町 地内 

契 約 分 類 工事   業務委託   その他（      ） 

契 約 概 要 流量積算計       ４台 

契 約 期 間  令和７年７月２５日 ～  令和８年１月２０日 

契 約 年 月 日  令和７年７月２５日 

契 約 金 額 ２，３６５，０００円（税込み） 

契 約 相 手 先 

 三重県伊勢市竹ヶ鼻町９９－９６ 

 シンフォニアエンジニアリング株式会社 

 代表取締役 永井博幸 

契約相手の選定理由 

石鏡第一加圧室・石鏡第一配水池下テレメータ盤・松尾加圧室にある流

量積算計は、令和 6 年 8 月の落雷を受けて故障した。 

この設備は各施設での配水水量の積算値を岩倉水源地に常時送信し、

配水状況を知るために重要な役割を担っている。そのため、流量積算計の

故障により水量状況の監視に支障が生じており、修理を行う必要がある。 

本来であれば、当該機器を交換するだけでよいが、機器自体が生産終了

しており、機能回復を図るには、新たに従来通りの通信用の信号を変換し

て、積算計の役割を果たす機能を有した機器を製作する必要がある。そのた

め変換に必要な信号を変換する機器を製作するには、計装盤を設計製造し

た、シンフォニアテクノロジー株式会社が一番適している。 

しかし、シンフォニアテクノロジー株式会社にはメンテナンス部門がなく、シ

ンフォニアエンジニアリング株式会社については、当該計装器を製造・設置

したシンフォニアテクノロジー株式会社のメンテナンスを担う子会社として専

門的知識や熟練した技術者を多数有している。 

また、鳥羽市内の水道施設の機器類のメンテナンスも依頼していることか

ら、機器等の取扱いについて精通しており、十分な修理等の実績を有する会

社である。 

このことから、地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第６号の規定に

基づき随意契約といたしたい。 

なお、鳥羽市契約規則第 21 条第 1 項第 2 号の規定に基づき、シンフォニ

アエンジニアリング株式会社１者のみの見積り徴収といたしたい。 

根 拠 規 定 地方公営企業法施行令第 21 条の 13 第 1 項第 6 号 

担 当 課 水道課   

 


